
２．農地を買う場合

・営農計画等の聞き取り確認

・資格者登録申出

研修修了証

資格者登録申請書

・地域計画変更のための地元意見書相談

 農業委員会事務局が確認（受付印を押印）した「確認票」

・地域計画変更 ・農地法３条許可事前相談

持参物 地域計画変更地元意見書

・委員による農地法３条許可事前相談

総会で審査

【農地の所有権取得の注意点】

・経営規模に合わせ、必要な農業機械を所有・リースすること

（確保機械の写真、見積もりや購入資金確認書類等を確認します）

・農作業に年間150日以上従事すること

ネクストファーマー

認定研修機関で研修

農政公社へ

持

参

物

新規就農者(ﾈｸｽﾄﾌｧｰﾏｰを除く)

持

参

物

許可申請書一式、営農計画書（栽培

計画書、収支計画書等）

・聞き取り確認

（研修内容、営農計画等）

聞き取り確認票、研修修了証

「心構え」チェックシート

所有権取得（法務局で登記手続き）

研修機関等で研修

（就農研修、雇用就農等）

神戸市HP内容の確認・セルフチェック

就農地域の農会⾧へ

持

参

物

許可申請書一式、営農計画書（栽培

計画書、収支計画書等）

農業委員会事務局へ農地法３条許可申請

農業委員会事務局から許可書交付

就農地区担当農業委員等との事前相談

西・北農業振興センターへ

持

参

物

・新規就農の「心構え」チェックシートの

セルフチェック

農業委員会事務局へ（三宮）

・地域ルールの確認（共同作業、農業用水の取扱い、草の管理、

 農薬・肥料の使用方法、多面的活動、地域行事への参加等）

持参物

農業委員会事務局へ（三宮）


